
  

 

参考  

 

○ ○ ○ 自 治 会 規 約 

 

（ 名 称 ）  

第 １ 条  こ の 会 は 、○ ○ ○ 自 治 会 と 称 す る（ 以 下「 会 」

と い う ） 。  

 

（ 会 員 ）  

第 ２ 条  会 は 、 ○ ○ 地 域 の 居 住 者 世 帯 お よ び 事 業 所 を

も っ て 構 成 す る 。  

 

（ 事 務 所 ）  

第 ３ 条  会 の 事 務 所 は 、 ○ ○ に 置 く 。  

 

（ 目 的 ）  

第 ４ 条  こ の 会 は 、 会 員 相 互 お よ び 会 内 外 の 諸 団 体 と

の 協 力 ・ 調 和 の も と に 、 会 員 の 教 養 を 高 め 、 福 祉 を

増 進 し 、 地 域 生 活 環 境 の 整 備 や 防 災 防 犯 な ど に 努 め 、

ま た は 行 政 と の 協 議 ・ 協 力 を す す め つ つ 住 民 の た め

の ま ち づ く り を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 事 業 ）  

第 ５ 条  会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業

を 行 う 。  

（ １ ） 会 員 相 互 の 親 睦 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 専 門 部 活 動 に 関 す る こ と 。  

（ ３ ） 会 内 外 の 各 種 団 体 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

（ ４ ） 行 政 情 報 の 活 用 お よ び 行 政 と の 連 絡 協 議 に 関 す         

る こ と 。  

（ ５ ） 所 有 す る 資 産 ま た は 受 託 し た 施 設 の 管 理 お よ び

運 営 に 関 す る こ と 。  

（ ６ ） 地 域 の 将 来 計 画 の 作 成 に 関 す る こ と 。  

（ ７ ） そ の 他 会 の 目 的 達 成 に 必 要 な 事 業 。  

 

（ 役 員 の 種 類 ）  

第 ６ 条  会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

（ １ ） 会 長    １ 名  

（ ２ ） 副 会 長    ○ 名  



  

 

（ ３ ） 書 記    ○ 名  

（ ４ ） 会 計    ○ 名  

（ ５ ） 会 計 監 査    ○ 名  

（ ６ ） 班 長    ○ 名  

（ ７ ） 専 門 部 長    ○ 名  

 

（ 役 員 の 選 出 ）  

第 ７ 条  会 長 、 副 会 長 、 書 記 、 会 計 、 会 計 監 査 、 専 門

部 長 は 総 会 に お い て 、 出 席 者 の 投 票 に よ り 、 会 員 の

中 か ら （ 当 該 年 度 の 班 長 の 中 か ら ） 選 出 す る 。 選 挙

の 方 法 は 別 に 定 め る 。  

２ 班 長 は 各 単 位 会 員 の 中 か ら 選 出 す る 。  

 

（ 任 務 分 掌 ）  

第 ８ 条  

（ １ ） 会 長 は 会 を 代 表 し 、 会 務 を 統 括 す る 。  

（ ２ ） 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き は

そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

（ ３ ） 書 記 は 会 務 を 記 録 し 、 会 の 内 外 へ 連 絡 、 広 報 な

ど を 行 う 。  

（ ４ ） 会 計 は 会 の 出 納 事 務 を 処 理 し 、 会 計 に 必 要 な 書

類 を 管 理 す る 。  

（ ５ ） 会 計 監 査 は 会 の 会 計 監 査 を 行 う 。  

（ ６ ） 班 長 は 班 を ま と め 、 代 表 し て 会 務 に 協 力 す る 。 

（ ７ ） 専 門 部 長 は 各 専 門 部 を 代 表 し 専 門 の 業 務 を 行 う 。 

 

（ 任 期 ）  

第 ９ 条  役 員 の 任 期 は １ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

 

（ 会 議 の 種 類 ）  

第 １ ０ 条  会 の 会 議 は 、 総 会 、 役 員 会 お よ び 専 門 部 会

と す る 。  

（ １ ） 総 会  総 会 は 、 会 の 最 高 議 決 機 関 で あ り 、 定 時

総 会 お よ び 臨 時 総 会 と し 、 １ 世 帯 １ 名 ま た は １ 事 業

所 １ 名 の 会 員 を も っ て 構 成 す る 。  

（ ２ ） 役 員 会  役 員 会 は 、 会 計 監 査 を 除 く 第 ６ 条 の 役

員 を も っ て 構 成 す る 。  

（ ３ ） 専 門 部 会  専 門 部 会 は 、 各 専 門 部 員 を も っ て 構

成 す る 。  

 



  

 

（ 招 集 ）  

第 １ １ 条  定 期 総 会 は 、年 １ 回 開 催 す る 。臨 時 総 会 は 、

会 員 の ３ 分 の １ 以 上 の 請 求 が あ っ た と き 、 ま た は 役

員 会 に お い て 総 会 開 催 の 議 決 が あ っ た と き に 、 会 長  

が 招 集 す る 。  

２ 役 員 会 は 、 必 要 に 応 じ 、 会 長 が 招 集 す る 。  

３ 専 門 部 会 は 、 原 則 と し て 月 １ 回 開 催 し 、 各 専 門 部 長

が 招 集 す る 。  

 

（ 議 決 事 項 ）  

第 １ ２ 条  総 会 は 、 次 の 事 項 を 議 決 す る 。  

（ １ ） 事 業 報 告 の 承 認  

（ ２ ） 会 計 決 算 の 承 認  

（ ３ ） 資 産 管 理 報 告 の 承 認  

（ ４ ） 事 業 計 画 の 承 認  

（ ５ ） 会 費 の 改 定 の 承 認  

（ ６ ） 予 算 の 承 認  

（ ７ ） 規 約 の 改 正  

（ ８ ） 役 員 の 選 出  

（ ９ ） そ の 他 会 の 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。  

２ 重 要 事 項 の 中 で 急 を 要 す る も の は 、 役 員 会 で 決 議 執

行 し 、 次 の 総 会 で 承 認 を 受 け る 。  

 

（ 会 議 成 立 要 件 等 ）  

第 １ ３ 条  会 議 は 、 構 成 員 の ２ 分 の １ の 出 席 を も っ て

成 立 す る 。 た だ し 、 や む を え な い 事 情 で 出 席 で き な

い 者 は 、 委 任 状 の 提 出 に よ り 出 席 者 の 数 に 加 え ら れ

る 。  

２ 総 会 の 議 長 は 、 会 員 の 中 か ら 選 出 し 、 役 員 会 お よ び

専 門 部 会 は 、 そ れ ぞ れ 会 長 お よ び 専 門 部 長 が 議 長 と

な る 。  

３ 会 議 に お け る 議 決 は 、 出 席 者 の 過 半 数 の 賛 成 に よ る 。

賛 否 同 数 の 場 合 は 、 議 長 が こ れ を 決 す る 。  

 

（ 専 門 部 ）  

第 １ ４ 条  会 に 、 次 の 専 門 部 を 置 く 。 役 員 会 は 、 必 要

と 認 め た と き 、 臨 時 の 専 部 を 設 け る こ と が で き る 。 

（ １ ） 総 務 企 画 部  

（ ２ ） 防 災 防 犯 部  

（ ３ ） 環 境 衛 生 部  



  

 

（ ４ ） 交 通 安 全 部  

（ ５ ） 文 化 部  

（ ６ ） 体 育 部  

（ ７ ） 福 祉 部  

（ ８ ） 調 整 部  

（ ９ ） 施 設 管 理 部  

 

（ 班 組 織 ）  

第 １ ５ 条  会 の 運 営 を 円 滑 に 行 う た め に 、 班 を 置 く 。 

２ 班 の 編 成 は 、 当 該 住 民 の 協 議 を 経 て 、 役 員 会 の 決 議

お よ び 総 会 の 承 認 を 受 け る 。  

３ 班 は 、 会 員 の 中 か ら 班 長 を 選 出 す る 。 班 長 は 、 原 則

と し て 輪 番 制 を と る 。 た だ し 、 高 齢 者 お よ び 心 身 障

害 者 等 で 、 業 務 の 遂 行 が 困 難 で あ る と 認 め た 場 合 は

本 人 の 申 し 出 に よ り 免 除 す る 。  

 

（ 会 計 年 度 ）  

第 １ ６ 条  会 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、

翌 年 ３ 月 末 日 に 終 わ る 。  

 

（ 収 入 ）  

第 １ ７ 条  会 の 収 入 は 、 次 の 収 入 に よ り 運 営 す る 。  

（ １ ） 会 費  

（ ２ ） 寄 付 金  

（ ３ ） 補 助 金 （ 助 成 金 ）  

（ ４ ） そ の 他  

 

（ 会 費 ）  

第 １ ８ 条  会 の 会 費 は 、 １ 世 帯 月 額 ○ ○ ○ 円 と す る 。 

２ 会 費 は 、 各 班 に お い て 徴 収 し 、 班 長 が ま と め て 毎 月

○ ○ 日 ま で に 会 計 に 納 入 す る も の と す る 。 な お 、 会

費 の 納 入 は 、 ○ ヶ 月 分 を ま と め て 前 納 す る こ と が で

き る 。  

３ 会 員 に 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 は 、 会 費 を 免 除 す る こ

と が で き る 。  

 

（ 支 出 ）  

第 １ ９ 条  支 出 は 、 総 会 で 決 議 さ れ た 予 算 に も と づ き

会 の 目 的 に そ っ て 行 う 。  

２ 会 員 に は 、 細 則 で 定 め る 額 の 弔 慰 金 を 支 払 う こ と が



  

 

で き る 。  

３ 納 入 さ れ た 会 費 は 、 理 由 の い か ん に か か わ ら ず 払 い

戻 さ な い 。  

 

（ 会 計 お よ び 資 産 帳 簿 の 整 備 ）  

第 ２ ０ 条  会 の 収 入 、 支 出 お よ び 資 産 を 明 ら か に す る

た め に 、 会 計 お よ び 資 産 に 関 す る 帳 簿 を 整 備 す る 。

な お 、 会 員 が 帳 簿 の 閲 覧 を 請 求 し た と き は 、 閲 覧 さ

せ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 監 査 と 報 告 ）  

第 ２ １ 条  会 計 監 査 は 、 会 計 年 度 終 了 後 に 監 査 を 行 い 、

総 会 に 報 告 す る 。  

 

（ 加 入 ）  

第 ２ ２ 条  会 に 加 入 し よ う と す る も の は 、 班 長 ま た は

会 長 に 届 け 出 る も の と す る 。 な お 、 自 治 会 の 区 域 内

に 入 居 し た 世 帯 ま た は 開 業 し た 事 業 所 が あ っ た と

き は 、 会 は 、 そ の 世 帯 ま た は 事 業 所 に こ の 会 の 主 旨

を 説 明 し 、 加 入 の 案 内 を す る も の と す る 。  

２ 会 は 、 地 域 に 居 住 す る 世 帯 ま た は 事 業 所 が 加 入 し よ

う と す る も の を 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 会 の 加 入 を

拒 ん で は な ら な い 。  

 

（ 脱 退 ）  

第 ２ ３ 条  会 員 の 脱 退 は 次 の 場 合 と す る 。  

（ １ ） 会 の 区 域 内 に 居 住 し な く な っ た と き 。  

（ ２ ） 本 人 の 申 し 出 が あ っ た と き 。  

 

附  則  

１ 規 約 の 改 廃  

 会 の 規 約 の 改 廃 は 、 総 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な

い 。  

２ 細 則 の 制 定  

 役 員 会 は 、 こ の 規 約 を 実 施 す る に 当 た っ て 必 要 が あ

る 場 合 に は 、細 則 を 定 め る こ と が で き る 。役 員 会 は 、

細 則 を 制 定 し た と き は 、 次 の 総 会 に 報 告 し 、 承 認 を

得 な け れ ば な ら な い 。  

３ 施 行 日  

こ の 規 約 は 、 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 か ら 施 行 す る 。  



  

 

参 考  

 

平  成  ○  ○  年  度  事  業  計  画  

 

自 治 会 名  ○  ○  ○  自  治  会  

 実  施  予  定  事  業  の  内  容  

４ 月  自 治 会 総 会  

各 専 門 部 の 活 動 詳 細 の 策 定 作 業  

５ 月  自 治 会 誌 の 発 行  

自 治 会 班 長 会 議  

自 治 会 全 員 参 加 に よ る 一 斉 清 掃  

６ 月  環 境 パ ト ロ ー ル  

街 路 灯 の 調 査  

７ 月  自 治 会 親 睦 会 「 ○ ○ 会 」  

８ 月  夏 期 防 犯 パ ト ロ ー ル  

自 治 会 誌 の 発 行  

自 治 会 班 長 会 議  

９ 月  自 治 会 全 員 参 加 に よ る 一 斉 清 掃  

自 治 会 総 合 防 災 訓 練  

自 治 会 中 間 監 査  

１ ０ 月  自 治 会 班 長 会 議  

１ １ 月  自 治 会 親 睦 会 「 ○ ○ 会 」  

自 治 会 誌 の 発 行  

自 治 会 全 員 参 加 に よ る 一 斉 清 掃  

１ ２ 月  環 境 パ ト ロ ー ル  

親 睦 会 「 ○ ○ 大 会 」  

１ 月  防 犯 活 動 の 実 施  

 

２ 月  防 犯 パ ト ロ ー ル  

自 治 会 班 長 会 議  

３ 月  環 境 パ ト ロ ー ル  

自 治 会 誌 の 発 行  

自 治 会 期 末 監 査  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

参 考  

 

平  成  ○  ○  年  度  予  算  

 

自  平 成 ○ ○ 年  ４ 月  １ 日  

至  平 成 ○ ○ 年  ３ 月 ３ １ 日  

 

《  収 入 の 部  》                       （ 単 位 ： 円 ）  

項   目  金   額  摘    要  

１  前 期 繰 越 金  △ △ ， △ △ △   

２  会 費  △ △ △ ， △ △ △  ○ ○ 世 帯 × ○ ○ ○ 円  

３  市 補 助 金  △ △ ， △ △ △  自 治 会 活 動 補 助 金 等  

４  ○ ○ 補 助 金  △ △ ， △ △ △   

５  預 金 利 息  △ △  定 期 、 普 通 預 金 利 息  

６  雑 収 入  △ ， △ △ △   

収  入  合  計  ▲ ▲ ▲ ， ▲ ▲ ▲   

 

 

 

 

《  支 出 の 部  》                       （ 単 位 ： 円 ）  

項   目  金   額  摘    要  

１  事 務 局 活 動 費  △ △ △ ， △ △ △   

２  ○ ○ ○ 活 動 費  △ △ ， △ △ △   

３  ○ ○ ○ 活 動 費  △ △ ， △ △ △   

４  ○ ○ ○ 活 動 費  △ △ ， △ △ △   

５  施 設 管 理 費  △ △ △ ， △ △ △   

６  団 体 補 助 金  △ ， △ △ △  社 会 福 祉 協 議 会 、 子 供 会 等  

７  募 金 寄 付 金  △ △ ， △ △ △  赤 十 字 、 赤 い 羽 根 等  

８  予 備 費  △ ， △ △ △   

支  出  合  計  ▲ ▲ ▲ ， ▲ ▲ ▲   

 

 

 上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。  

 

平 成 ○ ○ 年  ○ 月 ○ ○ 日  

 

                  ○  ○  ○  自  治  会  

 

 



  

 

参 考  

 

平  成  ○  ○  年  度  決  算  報  告  書  

 

自  平 成 ○ ○ 年  ４ 月  １ 日  

至  平 成 ○ ○ 年  ３ 月 ３ １ 日  

 

《  収 入 の 部  》                       （ 単 位 ： 円 ）  

項   目  金   額  摘    要  

１  前 期 繰 越 金  △ △ ， △ △ △   

２  会 費  △ △ △ ， △ △ △  ○ ○ 世 帯 × ○ ○ ○ 円  

３  市 補 助 金  △ △ ， △ △ △  自 治 会 活 動 補 助 金 等  

４  ○ ○ 補 助 金  △ △ ， △ △ △   

５  預 金 利 息  △ △  定 期 、 普 通 預 金 利 息  

６  雑 収 入  △ ， △ △ △   

収  入  合  計  ▲ ▲ ▲ ， ▲ ▲ ▲   

 

 

 

 

《  支 出 の 部  》                       （ 単 位 ： 円 ）  

項   目  金   額  摘    要  

１  事 務 局 活 動 費  △ △ △ ， △ △ △   

２  ○ ○ ○ 活 動 費  △ △ ， △ △ △   

３  ○ ○ ○ 活 動 費  △ △ ， △ △ △   

４  ○ ○ ○ 活 動 費  △ △ ， △ △ △   

５  施 設 管 理 費  △ △ △ ， △ △ △   

６  団 体 補 助 金  △ ， △ △ △  社 会 福 祉 協 議 会 、 子 供 会 等  

７  募 金 寄 付 金  △ △ ， △ △ △  赤 十 字 、 赤 い 羽 根 等  

８  予 備 費  △ ， △ △ △   

支  出  合  計  ▼ ▼ ▼ ， ▼ ▼ ▼   

   

収 入 済 み 額     ▲ ▲ ▲ ， ▲ ▲ ▲ 円  

支 出 済 み 額     ▼ ▼ ▼ ， ▼ ▼ ▼ 円  

差    引      ▽ ▽ 、 ▽ ▽ ▽ 円 （ 翌 年 へ 繰 越 ）  

 

 上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。  

平 成 ○ ○ 年  ○ 月 ○ ○ 日  

                  ○  ○  ○  自  治  会  


